
　　議　案　第　８　号

　　令　和　元　年　度

工業団地造成事業特別会計補正予算（第2号）

橋　　　　　本　　　　　市



－1－ －2－

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

１　総　括

歳 入 （単位：千円）

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計 備 考

2 県 支 出 金 62,444 2,558 65,002

3 繰 入 金 52,645 18,568 71,213

4 諸 収 入 35,528 2,878 38,406

24,004 191,388歳     入     合     計 167,384



－4－－3－

地 方 債国県支出金

歳 出

款 補正前の額 補　正　額

（単位：千円）

計

そ の 他
一般財源

補 正 額 の 財 源 内 訳

特     定     財     源 備 考

工 業 団 地 造 成 事 業 費 167,3841 191,38824,004 2,558 21,446

歳     出     合     計 167,384 24,004 191,388 2,558 21,446



－5－ －6－

補正前の額

２　歳　入
2 県支出金

（単位：千円）

款              項              目 補 正 額 計
区   分

節

金   額
説     明

2 県支出金 62,444 65,0022,558

2 県委託金 31,580 34,1382,558

工場等用地取得造成事業委託金 2,558県委託金1 県委託金 31,580 34,138 1 2,5582,558

                                      （企業誘致室）

3 繰入金 52,645 71,21318,568

1 基金繰入金 52,645 71,21318,568

企業誘致対策基金繰入金 18,568基金繰入金1 基金繰入金 52,645 71,213 1 18,56818,568

                                      （企業誘致室）

4 諸収入 35,528 38,4062,878

1 雑入 35,528 38,4062,878

工場等用地取得造成事業負担金 2,878雑入1 雑入 35,528 38,406 1 2,8782,878

                                      （企業誘致室）



－7－ －8－

３　歳　出
1 工業団地造成事業費

（単位：千円）

款  項  目 説    明

節

区　　分 金　　額
補正前の額 補 正 額 計

補 　正 　額   の   財   源   内   訳

特    定    財    源
一般財源

そ の 他地 方 債国県支出金

1 工業団地造 167,384 24,004 191,388 2,558 21,446

成事業費

1 工業団地造 167,384 24,004 191,388 2,558 21,446

成事業費

008501 工業団地造成事業人件費1 工業団地造 167,384 24,004 191,388 2,558 21,446 2給 料 5,836 16,009

                                          （職員課）成事業費

    02 給料3職 員 手 当 等 8,043 5,836

       職員給 5,836

    03 職員手当等4共 済 費 2,130 8,043

       扶養手当 1,500

       通勤手当22補 償 、 補 填 7,995 500

       期末手当及 び 賠 償 金 2,406

       勤勉手当 2,037

       地域手当 300

       児童手当 1,300

    04 共済費 2,130

       職員共済組合負担金 2,130

008502 工業団地造成事業に要する経費 7,995

                                      （企業誘致室）

    22 補償補填及び賠償金 7,995

       補償金（資外） 7,995



１　一　般　職

　（１）総　括

（人）

4

3

1

扶　養 通　勤 時間外 期　末 勤　勉 地　域 住　居

手　当 手　当 勤　務 手　当 手　当 手　当 手　当

手　当
(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

2,238 548 1,030 4,976 3,866 629 324

738 48 1,030 2,570 1,829 329 324

1,500 500 2,406 2,037 300

 （２）給料及び職員手当の増減額の明細

5,836

制度改正に伴う増減分

その他の増減分 6,743

職員手当

補正前

職員の異動による増

給　与　費　明　細　書

6,017

3,887

2,130

共 済 費

区　分

5,836

（千円）（千円） （千円） （千円） （千円）

6,743 12,579

増減事由別内訳

16,065

説　　　明

29,676

17,097

備　　　　考

職員数
計区　分 報　　酬 給　　料 職員手当

給　　　　　　　与　　　　　　　費

10,229

5,836

13,611

補正後

補正後

補正前

比　較

増減額

給　料

職
員
手
当
の
内
訳

区　分
（千円）

比　較

6,868

給与改定に伴う増減分

（千円）

昇給に伴う増加分

14,709

その他の増減分

職員の異動による増

備　考

35,693

20,984

合　　計

（千円）

6,743

手当額の変動等による増
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（３）給料及び職員手当の状況

　　ア　職員１人当たり給与

    イ　初　任　給

　　ウ　級別職員数

令
和
元
年
8
月
1
日
現
在

平
成
31
年
1
月
1
日
現
在

（級別の標準的な職務内容）

平成31年1月1日

現在

平均給与月額(円)

平均給与月額(円)

平 均 年 齢 (歳)

平均給料月額(円)

現在 38歳 3月

職員数

一 般 行 政 職

280,599

568,367

構成比

148,600

180,700

平 均 年 齢 (歳)

平均給料月額(円)

4 100

1 25.0

1 25.0

1 25.0

1 25.0

副主査

25.0

25.0

100

区　　　　　　分

令和元年8月1日

1

1

2

1

主事・技師

区分

主　査

25.0

25.0

７　級 ６　級

一般行政職 課長補佐 係　長

3 3

４　級

1

理事・部長 参事・課長

1

計

1

区　分

5

4

１　級３　級 ２　級

計

7

6

5

4

1

計

7

6

5

4

3

2

4

1

５　級

5

4

3

2

6

計

2

級

7

6

(％)

7

(人) (％) (人)

級 職員数 構成比

区　　分

高　校　卒

一 般 行 政 職 合　　　　計

大　学　卒

国　の　制　度

一般行政職（円）
一般行政職（円）

148,600

180,700
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　　エ　昇給

(Ａ) (人) 4

(Ｂ) (人) 4

１号給 (人)

２号給 (人)

３号給 (人)

４号給 (人) 4

５号給 (人)

６号給 (人)

７号給 (人)

８号給 (人)

(％) 100

(Ａ) (人) 4

(Ｂ) (人) 4

１号給 (人)

２号給 (人)

３号給 (人)

４号給 (人) 4

５号給 (人)

６号給 (人)

７号給 (人)

８号給 (人)

(％) 100

　　オ　期末手当・勤勉手当

6月(月分) 12月(月分)

補正後 2.225 2.225

補正前 2.225 2.225

国の制度 2.225 2.225

補正後

合　　計区　　　　　　　　　　分

　職　　 員　 　数

　昇給に係る職員数　

　比　　率　(Ｂ)／(Ａ)

4

4

4.45

4.45

　比　　率　(Ｂ)／(Ａ)

号給数別内訳

有

4

有

区　　分

号給数別内訳

支 給 期 別 支 給 率

4.45

支給率計(月分)

補正前

備　　　考

100

代表的な職種

有

一般行政職

4

4

100

4

　職制上の段階、職務の
　級等による加算措置

　職　　 員　 　数

　昇給に係る職員数　
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　　カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

20年勤続の者

（月分）

　　キ　地域手当

（％）

（人）

（％）

 　 ク　その他の手当

区　分

扶養手当

住居手当

通勤手当 同

同

差異の内容

同

国の制度との異同

区　　分

47.70924.586875

25年勤続の者

（月分） （月分）

定年前早期退職特例措置

24.586875 33.27075

支 給 対 象 職 員 数

国の制度
(支給率等)

47.709 47.709

支 給 率

市内全域

備　　　考
35年勤続の者

定年前早期退職特例措置

(2％～45％加算)

(2％～20％加算)

最 高 限 度
その他の加算措置等

（月分）

6.0

3.0

47.709

国の指定基準に基づく支給率

支 給 対 象 地 域

支給率等 33.27075

4
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